
 

吹田市景観まちづくり計画を推進するための景観形成基準の変更箇所一覧 

 

変更箇所 変更内容 
対応 

ページ 

 

図１ 

景観計画区域図 

 

 

 

重点地区指定にあたり、下記の一地区を図に

追加 

 

複合住宅地区(古江台３丁目(１)) 

 

8 

 

 

 

別表３ 

重点地区関係 

１．景観形成地区 

(33)を追加 

 

重点地区指定にあたり、下記の一地区の基準

を追加 

 

(３３)複合住宅地区(古江台３丁目(１)) 

 

Ⅲ-107 

～Ⅲ-110 
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